
令加 ３年第５ 回９ ｊｌ 定Ｍ会

総務生ａ委員会説明資料

総務部税務事務所市Ｒ税課

１０２号 ひたちなか市市税条例の一部を改にＥする条例制定につい

ひた ちなか市市税条例の一部改ｉＥ について （争和３ 年生税市縦ｍみ）

竟方税法等の一部を改‾ミする法律 （令和３年法律第 ７号）のが布に伴 うひたちなか

市市税条例の一部改‾をの主な概要につきま しては， 次のとお りです。

９入社民魑
１。 個人住民税の非ほ税限度額等におけ る国外居住親族の取扱いの見直し

令和 ６年 １天１１ 日施行

○［扶養控除］について， その対象 とな る「扶養親族」か ら３ ０歳な上 ７０ 歳未満の 口１外

き住親族を原則と して除く こと とさ れた （令秘２ 年度改‾を） こと に伴い， 「個人住Ｒ税

均等割・ 所得割の非課税覧度額」についても ，そ のＪＩ準の判定にＪＩミｊ いる 「扶養親族」の

範囲を扶養控除の取扱いと 同様とする。

※３ ０歳な上 ７０ 歳未満の国外居住親族であって も， な下の者は「扶養親族」の対象

となる。

①留学に より 国ｌ大ｌ に住所‾瓦びｇ所を有 しな くなった者

②障害者

③その納税義務者から前年において生き費又は教育費に充てるための支払いを

３８ 万Ｆｊ以上受けている者
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２。 医療費控除の特例 （セルフメディケーション税制）のｔ長

令和 ４年 １大ｊ１ 日施行

○セルフ メデ ィケーシ ョン税制 の適用期 限を令和 ９年度ま で延長す る。

【セルフ メディケーシ ョン税制の概要】

適リＪな４康管をの下で医療ｍ Ｋ薬脆か らの代替を進める観瓱から ，４康の維持増譫ふ，び

疾病の予防への取組と して一定の取組（・１ ）を行う 個人が， 自已又は 自已と生計を一にす

る配偶者その他の親族に係 る一定の スイ ッチＯＴ Ｃ医薬品 （・ ２） の購入の対価を支払った

場合において，そ の年中に支払ったその対価の額の合計額が１ 万２ 千Ｐ＝ｊ を超 える とき は，そ

の超える部分の金額（その金額が８ 万８ 千［Ｉ］ を超える場合には，８ 万８ 千Ｐヨ） について，そ

の年分の総所得金額等から控除する。

（※ １） 特定健康診査，予防接種， 定期健康診断，健康診査， がん検診
（・ ２） 要指導Ｅ薬品八び一般用医薬品 のう ち， 医療用か ら転用さ れた 医薬品（類似のを療夕日

医薬品がＫ療保険給付の笥象外のものを除く 。）
（注）本特Ｍの適ＪＩ を受 ける 場合には，現行のＥ療費控除の適ＪＩを受け るこ とができ ない。

０ スイッチＯＴＣｎ呂のちＳ、： ８８ （ｔｉ【】３ 年１９４日Ｍ）
－タ掾となるｎ呂のｉ鯲）ｌｇ ：かぜ戛、回ｌｌ、ＳＭ６Ｓ、 水ｉ ・たむしｉｉ 亅に り・Ｂ・ＭＳＳの只、５１４１

（ｉｉ） 上Ｕ旄のｎ呂の１てがが鈬ニなるわけではない
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１０　ＲＨ４００万Ｒのきが、９ｎ呂を年『Ｕ１２０，０００Ｐ襯入した牡（ｉｌｔを一にするＳきその徊）Ｂの９もきむ）
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市税条例改ｊＥ箇所： 付則第７条
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令和３年９月２８日 

 

ひたちなか市議会 

議長 鈴 木 一 成 殿 

 

総務生活委員会 

委員長 武 藤   猛 

 

 

閉会中の継続調査申出書（案）  

 

 

 本委員会は，所管事務のうち次の事件について，閉会中の継続調査を要するものと決定したの

で，会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 件 名 

（１）企画行政について 

（２）行財政改革について 

（３）税務行政について 

（４）市民生活行政について 

 

 


